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提  案  理  由 
 

報告第11号 

 専決第９号 

委任専決処分をしたものについて 

 損害賠償の額を定め和解することについて 

 

理  由 本件は、公用車の事故に係る損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に

より専決処分したことに対し、同条第２項の規定により報告するも

のである。 

【事故の概要】 

養父市大屋町加保で発生した火災に対応するため緊急出動してい

た消防車両を移動させたところ、後方に停車していた団員の車両に

接触したもので、物損事故扱いとなっている。 

■事故発生日 令和７年７月18日 

■損害賠償の額 417,571円 

■過失割合 市の過失100％ 相手方の過失０％ 

■協議の整った日 協議が整ったため、令和７年10月８日付けで専

決した。 

 

議案第60号 

 

 

 

理  由 

 

養父市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例等の一部を

改正する条例の制定について 

 

本件は、保育人材の確保等に関する体制の整備及び虐待を受けた

児童等への対応の強化を図るため、国家戦略特別区域における地域

限定保育士制度の一般制度化、保育所等の職員による虐待に関する

通報義務等の創設等を内容とする「児童福祉法等の一部を改正する

法律」が制定されたこと等に伴い、関係する条例について所要の改

正を行うものである。 

なお、施行日は公布の日からとし、適用日は法律の施行日に合わ

せ、令和７年10月１日とする。 

【改正する条例】 

○養父市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例 

○養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条   

 例 

○養父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定 

める条例 

○養父市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例 
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議案第61号 養父市立おおやスポーツセンター及び養父市立おおやＢ＆Ｇ海洋セ

ンターの指定管理者の指定について 

 

【施設の名称】 

１ 養父市立おおやスポーツセンター 

２ 養父市立おおやＢ＆Ｇ海洋センター 

【指定管理者】 

兵庫県養父市八鹿町八鹿113番地１ 

全但バス・但南建設共同事業体 

代表 全但バス株式会社 

代表取締役 村上 宣人 

【指定の期間】 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

 

議案第62号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第63号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養父市６次産業化支援センターの指定管理者の指定について 

 

【施設の名称】 

 養父市６次産業化支援センター 

【指定管理者】 

兵庫県養父市建屋209番地 

建屋校区自治協議会 

会長 村上 重之 

【指定の期間】 

令和８年４月１日から令和11年３月31日まで 

 

養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」の指定管理者の指定に

ついて 

 

【施設の名称】 

養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」 

【指定管理者】 

兵庫県養父市八鹿町国木416番地 

NPO法人Earth Family農と食と教育 

理事長 片岡 崇彰 

【指定の期間】 

令和８年４月１日から令和11年３月31日まで 

 

  理  由 

 

 

 

議案第64号 

上記３件は、公の施設の管理を指定管理者に行わせたいので、地

方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるもの

である。 

 

養父市コミュニティセンター等の指定管理者の指定について 
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理  由 

 

 

 

 

議案第65号 

 

コミュニティセンター、区集会施設等30施設についての指定管理

期間が令和８年３月31日をもって満了となることから、引き続き行

政区に指定管理者を指定するもので、地方自治法第244条の２第６項

の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

令和７年度養父市一般会計補正予算（第５号） 

 

議案第66号 

 

議案第67号 

令和７年度養父市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

令和７年度養父市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

  理  由 

 

諮問第４号 

 

諮問第５号 

 

理  由 

上記３件は、当面必要とする経費の補正を行うものである。 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

上記２件は、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３

項の規定により、人権擁護委員の推薦につき意見を求めるものであ

る。 

【任期】令和８年４月１日から令和11年３月31日までの３年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


